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地震発生時の措置について 

【西宮市内で最大震度５弱以上の地震が発生した場合】 

下記のとおり対応しますので、よろしくお願いいたします。 

記 

１.在宅中 

・翌授業日は臨時休業日となります。（翌日が土曜、日曜、祝日の場合は休業日にはなりません。） 

 

 

 

 

 

２.登下校中 

・揺れがおさまるまで避難行動をとり、揺れがおさまったら「山口中学校」または家のいずれか近い方へ 

避難します。 

  ・校区内の巡回を行います。 

 ・登校している場合は、安全確認ののち、帰宅となります。 

・保護者への引き渡しを行ったり、保護者の迎えがあるまで学校で待機させる場合もあります。 

・地震当日は、臨時休業日となります。 

３.在校中 

  ・揺れがおさまるまで避難行動をとり、揺れがおさまったらグラウンドへ避難します。 

・安全確認ののち、帰宅となります。 

・保護者への引き渡しを行ったり、保護者の迎えがあるまで学校で待機させる場合もあります。 

・地震当日は、臨時休業日となります。 

下校 登校 

7月 13日 臨時休業日 

この時間帯に地震が発生した場合の翌授業日と

は、7月 14日のことで、臨時休業日となります。 

【例】 

地震発生 

7月 14日 

在宅時 

防災―４ 


